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【申込み・問合せ先】四国中央市 生活福祉課 障がい福祉係 
ＴＥＬ：0896-28-6023　 ＦＡＸ：0896-28-6172
	令和８年度 四国中央市手話奉仕員養成講座 受講申込用紙
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	（　　　）申し込む・・・こちらで取りまとめて注文いたします。
　　　　　　　　　　　　返品できません
（　　　）不要　　・・・個人でご準備いただく必要があります。


(裏面に募集要項があります。)
令和８年度 手話奉仕員養成講座 受講者募集要項
	手話は聴覚障がい者のコミュニケーション方法のひとつであり、日本語とは文法などが異なった言語です。ですが、手話を使用できる市民は全体的に見てまだまだ少数ですし、社会は音声情報を中心とした社会なので、聴覚障がい者は情報がなかなか入りにくい状況にあります。そのため、手話をコミュニケーション手段とする聴覚障がい者は、社会生活の様々な場面で手話通訳を必要としています。
四国中央市には「手話通訳者等派遣制度」があり、講演会、病院や公共機関などいろんな場面で、手話と日本語を駆使して、聴覚障がい者のコミュニケーションをつなぐ支援を行っています。
そこで、手話奉仕員を養成する講座をこのたび開講いたします。この講座では、手話での会話ができるように学び、手話でコミュニケーションができる能力を身に付けます。また、 聴覚障がい者の権利を守るために必要な福祉等の知識等を学習します。


（※通訳技術等は次年度に開講予定の手話通訳者養成講座で学びます。）
１．受講資格（下記条件を満たす方）
　　　①手話通訳活動及び聴覚障がい者支援に関心のある方
　　　②可能な限り、次年度の手話通訳者養成講座を受講出来る方
　　　③市内在住または市内に通勤・通学されている方
２．開催期間・日時　
　　　○令和８年４月21日～令和８年２月16日　[全４６回]
　　　○毎週火曜日　１9：0０～21：0０　※期間中、土曜日（日中）開催が４回あります
　　　　
３．場　所  　福祉会館１階ボランティア室（四国中央市三島宮川4丁目6番55号）
４．定員数 　　２０名程度

５．受講料 　　無　料　
　　　　　　　　○但し、テキスト代等は自己負担となります。
　　　　　　　　（その他必要に応じて実費が必要となることがあります。）
６．講　師 　　愛媛県聴覚障害者協会　他
７．締切日 　　令和８年４月１０日（金）
　　　
８．問合せ・申込先 
　　四国中央市生活福祉課　ＴＥＬ：0896－28－6023　 ＦＡＸ：0896－28－6172
e₋mail：haken1@city.shikokuchuo.ehime.jp
（※受講希望者は申込用紙を持参またはＴＥＬ、ＦＡＸ、e₋mailにて必要事項をお伝えください。）
令和８年４月から社会福祉課に課名が変更になります

